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国⽴感染症研究所村⼭庁舎施設のBSL4施設稼働の経緯
背景

昭和５６ (１９８１) 年、国⽴感染症研究所村⼭庁舎に、⼀種病原体を
取り扱うことのできる実験施設（P4=BSL4)を設置したが、

BSL3施設として運⽤

平成26年の⻄アフリカでのエボラ出⾎熱の感染拡⼤もあり、
本施設のBSＬ4施設としての稼働が喫緊の課題となった

BSL4施設としての指定
平成26年-27年、厚労⼤⾂(当時)と武蔵村⼭市⻑と会談を経て、

平成27年8⽉に感染研BSL4施設が、感染症法に基づく厚⽣労働⼤⾂の指定を受ける

特定⼀種病原体の所持
令和元年7⽉1⽇、厚労⼤⾂(当時)が武蔵村⼭市⻑と会談し、国⽴感染研のBSL4施設への

特定⼀種病原体等の受け⼊れに当たって、確認事項を検める

令和元年7⽉、特定⼀種病原体等の輸⼊に関する感染症法に基づく厚⽣労働⼤⾂の指定を受け、
令和元年９⽉下旬、海外より特定⼀種病原体等を輸⼊・所持に⾄る

市⺠の理解を得るための取組を実施
（平成29年度〜）
・ 近隣⾃治会へのＢＳＬ４施設説明会
・ 市⺠を対象としたＢＳＬ４施設説明会および施設訪問形式説明会
・ 市⺠向けのＢＳＬ４施設⾒学会
・ 村⼭庁舎施設運営連絡協議会の開催（直近︓令和6年3⽉27⽇第28回開催）



安全対策や事故・災害対策及び
避難対応の強化、セキュリティ強化
• 定期的な消防訓練
• 定期的な警備訓練
• BSL3/4区画からの避難訓練
• 警備システムの継続的な更新・強化
• 警察当局による重点警備対象

国⽴感染症研究所村⼭庁舎施設のBSL4施設稼働の経緯
安全なBSL4施設の管理・運営・

教育・訓練体制
• ⾼度封じ込め施設運営委員会
• 村⼭庁舎安全管理検証チーム
• 厚⽣労働省による⽴⼊検査（年2回）
• BSL4曝露対応訓練
• バイオリスク管理講習会
• BSL4業務関係者に対する座学・実技講習
• 業務実施者への健康診断・適正検査の実施

アウトリーチ活動・地域との交流
• 村⼭庁舎⼀般公開︓令和27年度より開催
• 出前授業︓地元⼩学校６年⽣を対象
• 近隣⾃治会との交流活動
• 近隣学校との交流活動
• 市役所関係との交流活動

BSL4施設としての稼働



⾼まる感染症危機対応におけるBSL4機能の重要性

第29回厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び⽣産・流通部会︓今後のパンデミックに備えるべき「重点感染症」について （資料1より）

危機対応及び研究開発にBSL4施設が必要となる重点感染症
予⾒不可能かつ社会的
インパクトが甚⼤な
未知の感染症

パンデミック及び⼤規模
流⾏のおそれがあり、
社会的インパクトが甚⼤
だが⽐較的 予⾒困難な
新たな感染症

定期的または突発的に
国内外で⼀定レベル
以上の流⾏を起こす
既知の感染症

国際情勢の変化によるリスクの増加
• 国際⼈流の増加
• 経済活動の回復
• ⼤阪・関⻄万博の開催
 → インバウンド⼈⼝の増加
• 世界情勢・安全保障の急速な変化
 → ⼈為的な⽣物災害・バイオテロ
• 予期しない感染症の流⾏（⿇疹等）

新興・再興感染症による国際社会への
重⼤な影響の顕在化と新たな懸念

新型コロナウイルス︓全世界規模のパンデミック
エボラウイルス︓持続感染回復患者からの再燃
 → 新たなアウトブレイクのトリガー
サル痘︓中央・⻄アフリカの再興感染症が
世界的な流⾏を起こしうる
クリミア・コンゴ出⾎熱︓渡り⿃・マダニの拡散に
よる発⽣地域の拡⼤



国⽴感染症研究所BSL4施設の役割と求められる機能

現状において我が国において唯⼀の感染性の特定⼀種病原体を
所持・安全に取り扱うことができる施設

⽇本国内で⼀類感染症患者（疑い患者を含む）の適切な診断に
貢献する＝唯⼀⾏政検査の実施が可能な機関

感染者の⽣命を守るために必要な診断や治療等に係る
感染症危機対策・対応を実施する

⼀種病原体によって引き起こされる⼀類感染症から
国⺠の健康を守るために、科学的根拠を基に迅速に対応する

感染研はファーストレスポンダーの役割を担う

BSL4病原体の専⾨家を育成する



感染性ウイルスを⽤いた⼀類感染症の検査法の整備

⽬的︓BSL4実験室で感染性のある特定⼀種病原体を使⽤し、
 病原体（ウイルス）、ウイルス遺伝⼦・抗原、病原体に
 対する抗体等を正確に検出する⽅法を整備する

（１）培養細胞を⽤いたウイルスの増殖および⼒価の測定
（２）遺伝⼦検出法および抗原検出法の精度の検証
（３）ウイルスに対する抗⾎清の作製
（４）中和抗体価測定⽅法の整備

実施期間︓令和元年度  令和３年度＊ ＊新型コロナウイルス対応により、
令和４年度３⽉に本事業が完了

⼀類感染症危機対応における
ファーストレスポンス機能の整備・強化

迅速で精度の⾼い病原体の検出・検査法の整備



重点感染症・⼀類感染症に対する危機対応体制の確⽴
業務指針︓村⼭庁舎のBSL-4施設の使⽤は、感染者の⽣命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化する。
※令和元年７⽉１⽇の厚⽣労働⼤⾂確認事項（抜粋）

本資料に使⽤されている図表等は、「いらすとや」（https://www.irasutoya.com/）及びBioRenderを使⽤して作成
令和４年11⽉8⽇ 第27回国⽴感染症研究所村⼭庁舎施設運営連絡協議会の資料より抜粋



今後の課題
国内の特定⼀種病原体病原体に対する危機管理対応体制の維持及びさらなる強化のために、
国⽴感染症研究所と国⽴国際医療研究センターを統合した新機構︓国⽴健康危機管理研究機構
への移⾏に際して、新たな機構のミッションに応じた感染研の⼀類感染症対応機能の更新と
継続・発展的運⽤が必要と考えられる

感染研BSL4(危機対応)及び⻑崎⼤学BSL4(⾼度な研究) を中核とした感染症対応体制の構築
および次世代の⼈材育成・確保において、さらなる連携を進める必要がある

透明性、安全・安⼼を確保を継続し、新機構を中⼼として、⼀類感染症を含む新興感染症・
重点感染症に対する感染症危機対応機能、即ち患者の⽣命を守ることに重点をおいた診断・
治療、予防に関する公衆衛⽣対応能⼒及び開発能⼒の強化を図る必要がある

• 新規技術を取り⼊れた検出・検査法開発の促進（アカデミア、企業との共同研究含）
• 感染症危機対応医薬品等（MCM）の前臨床評価試験の実施

＝他国、特にG7各国のBSL4を⽤いた危機対応能⼒に⽐肩する必要性＝さらなる国際連携・貢献

今後、Disease-Xを含む新興感染症・⾼病原性病原体に起因する重点感染症への危機対応には、
BSL4およびBSL3施設の機能の統合強化が重要となることから、⾼病原性および新興病原体
による重点感染症に対応に特化した対応機能・部⾨等の整備が必要と考えられる


